
-43- 

９月６日（金曜日）午前９時30分開議  

議 事 日 程 （ 第 ４ 日 ） 

第１ 会議録署名議員の指名 

第２ 議案第33号 北方町印鑑条例の一部を改正する条例制定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第３ 議案第34号 北方町情報公開条例制定について      （総務教育常任委員長報告） 

第４ 議案第35号 北方町個人情報保護条例制定について    （総務教育常任委員長報告） 

第５ 議案第36号 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について 

                              （総務教育常任委員長報告） 

第６ 議案第37号 北方町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定について 

                              （総務教育常任委員長報告） 

第７ 議案第38号 北方町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条

例制定について              （厚生都市常任委員長報告） 

第８ 議案第39号 北方町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第９ 議案第40号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第10 議案第41号 北方町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第11 議案第42号 北方町上水道給水条例の一部を改正する条例制定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第12 議案第43号 北方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する

条例制定について             （総務教育常任委員長報告） 

第13 議案第44号 工事請負契約の締結について        （総務教育常任委員長報告） 

第14 議案第45号 令和元年度北方町一般会計補正予算（第４号）を定めるについて 

                                 （各常任委員長報告） 

第15 議案第46号 令和元年度北方町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を定めるについ

て                    （厚生都市常任委員長報告） 

第16 議案第47号 令和元年度北方町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を定めるにつ

いて                   （厚生都市常任委員長報告） 

第17 議案第48号 令和元年度北方町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を定めるについて 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第18 議案第49号 令和元年度北方町上水道事業会計補正予算（第１号）を定めるについて 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第19 認定第１号 平成30年度北方町一般会計歳入歳出決算の認定について 
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                                 （各常任委員長報告） 

第20 認定第２号 平成30年度北方町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第21 認定第３号 平成30年度北方町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第22 認定第４号 平成30年度北方町南東部開発事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第23 認定第５号 平成30年度北方町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

第24 認定第６号 平成30年度北方町上水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

                              （厚生都市常任委員長報告） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

日程第１から日程第24まで 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席議員  （９名） 

  １番   村 木 俊 文          ２番   松 野 由 文 

  ３番   三 浦 元 嗣          ４番   杉 本 真由美 

  ５番   安 藤 哲 雄          ６番   安 藤   巖 

  ７番   鈴 木 浩 之          ８番   安 藤 浩 孝 

  10番   井 野 勝 已 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠席議員  （なし） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

欠  員  （９番） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職氏名 

町    長   戸 部 哲 哉      副 町 長   中 村   正 

教 育 長   名 取 康 夫      総務課参事   奥 村 英 人 

福祉健康課参事   林   賢 二      教 育 次 長   有 里 弘 幸 

都市環境課                総 務 課 長 
技術調整監   桜 井 孝 昭      兼防災安全課長   臼 井   誠 

教 育 課 長    浅 井 孝 彦      住民保険課長   福 田 宇多子 

                      都市環境課長 
健康づくり担当課長   大 塚 誠 代      兼上下水道課長   山 田   潤 

税 務 課 長 
兼福祉健康課長   木野村 英 俊      会 計 室 長   横 田 紀 彦 
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税務課主幹   畑 中 章 吾      防災安全課主幹   髙 﨑 健 一 

上下水道課主幹   北 中 龍 一      監 査 委 員   横 山   治 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員の氏名 

議会事務局長   小 島 伸 也      議 会 書 記    牧 野 拓 也 

議 会 書 記   石 崎 啓 明 
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開議 午前９時34分  

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（安藤浩孝君） 皆さん、改めましておはようございます。 

 ぐずついた天気が連日続いておりまして、また南の海上には、日本列島を台風がうかがってお

るというような状況でございますが、先月23日の全協から、きょう９月６日、採決、定例会閉会

の運びということになっておるわけでございますが、４年任期の最後の定例会ということにきょ

うはなるんではないかということで、大変感慨深いものがあるわけでありますが、未来へのまち

づくりのチーム北方の一員として参画できたのかどうかということを今、自問自答しておるとこ

ろでございます。 

 ただいまから令和元年第４回北方町議会定例会第４日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（安藤浩孝君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、議長において、６番 安藤巖君及び７番

 鈴木浩之君を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第２ 議案第33号から日程第13 議案第44号まで 

○議長（安藤浩孝君） 日程第２、議案第33号 北方町印鑑条例の一部を改正する条例制定につい

てから日程第13、議案第44号 工事請負契約の締結についてまでを一括議題とします。 

 付託しました案件について、所管委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。 

 最初に、総務教育常任委員長の登壇を求めます。 

 杉本真由美君。 

○総務教育常任委員長（杉本真由美君） おはようございます。 

 私ども総務教育常任委員会に付託されました案件につきまして、去る９月４日に委員会を開催

し、審議をいたしましたので、その結果を御報告申し上げます。 

 議案第34号 北方町情報公開条例制定についてであります。 

 条文中、第19条第３項の実施機関に関して質疑があり、第２条第１項に定めのある町長、教育

委員会、農業委員会、選挙管理委員会、固定資産評価審議委員会、審査委員会、監査委員及び議

会のことである旨の答弁がありました。 

 以上で質疑を終わり、討論を省略し、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第35号 北方町個人情報保護条例制定についてであります。 

 質疑、討論もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第36号 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についてであり

ます。 
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 地方公務員法の関係条項の改正に関して質疑があり、地方公務員法第16条第１号の成年被後見

人等に関する規定が削除された旨の答弁がありました。 

 以上で質疑を終わり、討論を省略し、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 議案第37号 北方町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についてであります。 

 条文中、第３条第６項の当該扶養親族を含むという規定に関して質疑があり、旅費を受け取る

べき職員が何らかの理由で受け取ることができなくなった場合に、その扶養親族が受け取ること

ができるという規定である旨の答弁がありました。 

 以上で質疑を終わり、討論を省略し、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第43号 北方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例制定についてであります。 

 質疑、討論もなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第44号 工事請負契約の締結についてであります。 

 北側のスロープ部分の屋根に関して質疑があり、今のところ屋根をつける予定はないが、今後、

利用者の個別の状況に応じて対応する旨の答弁がありました。 

 以上で質疑を終わり、討論を省略し、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 次に、厚生都市常任委員長の登壇を求めます。 

 松野由文君。 

○厚生都市常任委員長（松野由文君） 改めまして、おはようございます。 

 それでは、命により、私ども厚生都市常任委員会に付託されました案件につきまして、去る９

月３日に委員会を開催し、審議をいたしましたので、その審査の経過と結果を御報告申し上げま

す。 

 私ども厚生都市常任委員会に付託されました議案第33号 北方町印鑑条例の一部を改正する条

例制定についてであります。 

 旧氏の併記に関して、住民票等にどのように手続により旧氏が併記されるのかと質疑があり、

住民票等に関しては住民基本台帳法施行令に基づいて事務をしており、住民基本台帳法施行令の

一部を改正する政令が平成31年４月17日に交付されたことにより、11月５日から住民票等に旧氏

の併記が可能となる。旧氏の併記には、本人より併記したい旧氏が記載されている戸籍謄本等か

ら、現在の氏が記載されている戸籍謄本等に至る全てを添付し請求していただく必要がある旨の

答弁がありました。 

 以上で質疑が終わり、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第38号 北方町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する

条例制定についてであります。 

 第５条の改正に関して、利用者負担額の減免対象の質疑があり、災害や火災などの理由により

減免対象となる旨の答弁がありました。 
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 続いて、給食費や通園送迎費などの無償化対象外となるものの周知について質疑があり、国の

政策に沿って実施するものであり、町内保育園だけでなく町外の認可外保育所等にも、町だけで

なく国、県からも情報を提供している旨の答弁がありました。 

 以上で質疑が終わり、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第39号 北方町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定についてで

あります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第40号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定についてであ

ります。 

 支給審査委員会の設置に関して質疑があり、県に委託することもできるが、町に設置すること

により迅速に対応できる旨の答弁がありました。 

 以上で質疑が終わり、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第41号 北方町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定についてでありま

す。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第42号 北方町上水道給水条例の一部を改正する条例制定についてであります。 

 第30条の引用に係る改正規定についての質疑があり、引用先の第30条が１項のみの規定である

ことから、字句の整理を行うものである旨の答弁がありました。 

 以上で質疑が終わり、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 議案第33号 北方町印鑑条例の一部を改正する条例制定についての委員長報告に対し、質疑を

行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第33号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第33号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第34号 北方町情報公開条例制定についての委員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第34号を採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第34号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第35号 北方町個人情報保護条例制定についての委員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第35号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第35号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第36号 北方町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定についての委員長報告

に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第36号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第36号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第37号 北方町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例制定についての委員長報

告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第37号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第37号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第38号 北方町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例制
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定についての委員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第38号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第38号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第39号 北方町福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例制定についての委員長

報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第39号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第39号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第40号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例制定についての委員長報

告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第40号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第40号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第41号 北方町道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例制定についての委員長報告に

対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第41号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 
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 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第41号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第42号 北方町上水道給水条例の一部を改正する条例制定についての委員長報告に対し、

質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第42号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第42号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第43号 北方町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正する条例

制定についての委員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第43号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第43号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第44号 工事請負契約の締結についての委員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第44号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第44号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第14 議案第45号から日程第18 議案第49号まで 
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○議長（安藤浩孝君） 日程第14、議案第45号 令和元年度北方町一般会計補正予算（第４号）を

定めるについてから日程第18、議案第49号 令和元年度北方町上水道事業会計補正予算（第１

号）を定めるについてまでを一括議題とします。 

 付託しました案件について、所管委員会における審査の経過並びに結果の報告を求めます。 

 最初に、総務教育常任委員長の登壇を求めます。 

 杉本真由美君。 

○総務教育常任委員長（杉本真由美君） 御報告いたします。 

 私ども総務教育常任委員会に付託されました議案第45号 令和元年度北方町一般会計補正予算

（第４号）を定めるについての関係部分についてであります。 

 教育総務費の北方小学校施設改修工事に関する質疑があり、工事期間は令和元年12月から令和

２年２月ごろまでの予定であり、北方小学校の東舎の建てかえに伴い、必要な普通教室等を整備

するとの答弁がありました。 

 以上で質疑を終わり、討論を省略し、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 次に、厚生都市常任委員長の登壇を求めます。 

 松野由文君。 

○厚生都市常任委員長（松野由文君） 私ども厚生都市常任委員会に付託されました議案第45号 

令和元年度北方町一般会計補正予算（第４号）を定めるについての関係部分についてであります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第46号 令和元年度北方町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を定めるにつ

いてであります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第47号 令和元年度北方町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を定めるに

ついてであります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第48号 令和元年度北方町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を定めるについ

てであります。 

 第２表地方債補正の内容に関する質疑があり、今回、歳出補正により増額する委託料の財源を

全額地方債で賄うための補正である旨の答弁がありました。 

 以上で質疑が終わり、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議案第49号 令和元年度北方町上水道事業会計補正予算（第１号）を定めるについてで

あります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 
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 議案第45号 令和元年度北方町一般会計補正予算（第４号）を定めるについての委員長報告に

対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第45号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第45号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第46号 令和元年度北方町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を定めるについての

委員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第46号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第46号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第47号 令和元年度北方町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を定めるについて

の委員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第47号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第47号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第48号 令和元年度北方町下水道事業特別会計補正予算（第１号）を定めるについての委

員長報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第48号を採決します。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第48号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

 議案第49号 令和元年度北方町上水道事業会計補正予算（第１号）を定めるについての委員長

報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから議案第49号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、議案第49号は委員長の報告のとおり可

決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第19 認定第１号から日程第23 認定第５号まで 

○議長（安藤浩孝君） 日程第19、認定第１号 平成30年度北方町一般会計歳入歳出決算の認定に

ついてから日程第23、認定第５号 平成30年度北方町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてまでを一括議題とします。 

 代表監査委員から、決算審査の意見を求めます。 

 横山監査委員。 

○監査委員（横山 治君） 平成30年度北方町一般会計と各特別会計歳入歳出決算につきまして監

査報告をいたします。 

 地方自治法の規定によりまして審査に付されました決算書類、基金の運用書類につきまして、

７月10日から26日まで、鈴木浩之議員と各会計帳簿、証書類との照合と関係職員からの説明をい

ただき、慎重に実施いたしました。 

 その結果、一般会計と各特別会計歳入歳出決算書及び実質収支に関する調書並びに財産に関す

る調書はいずれも関係法令に準拠して作成されており、計数は正確で適正であると認めました。 

 また、各基金の運用状況を示す書類の計数についても、正確で適正であると認めました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 付託しました案件について、所管委員会における審査の経過並びに結果の

報告を求めます。 

 最初に、総務教育常任委員長の登壇を求めます。 

 杉本真由美君。 
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○総務教育常任委員長（杉本真由美君） 御報告いたします。 

 私ども総務教育常任委員会に付託されました認定第１号 平成30年度北方町一般会計歳入歳出

決算の認定についての関係部分についてであります。 

 最初に、歳入についてであります。 

 町税収入が前年度より減っている理由に関して質疑があり、前年度は臨時的に町民税で株の譲

渡所得による高額納税者がいたためという旨の答弁がありました。 

 次に、交通安全対策特別交付金が近年減少傾向にあることに関して質疑があり、予算編成時期

に国から示される交付見込み額をもとに予算計上しており、その後の実績に応じて配分額が決定

されるとの答弁がありました。 

 次に、国庫支出金の収入減に関して質疑があり、前年度は臨時福祉給付金があったためという

答弁がありました。 

 次に、寄附金の収入増に関して及び今後の方策について質疑があり、ふるさと納税の大口寄附

者がいたためであり、今後も返礼品を工夫して収入をふやしたいとの答弁がありました。 

 次に、町債の収入減に関して質疑があり、前年度と比べて道路建設等の事業費が減っているた

めであり、今後も健全な財政運営に努めていきたいとの答弁がありました。 

 続いて、歳出についてであります。 

 ホームページの更新に関する質疑があり、簡易な変更は町職員が行うが、複雑な場合は業者が

行っている。今後、災害情報などで古い情報が残って混乱を来さないように配慮する旨の答弁が

ありました。 

 次に、公共施設用地の借り上げに関する質疑があり、固定資産税の見直しにより支出額が減っ

ているとの答弁がありました。 

 以上で質疑を終わり、討論を省略し、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 次に、厚生都市常任委員長の登壇を求めます。 

 松野由文君。 

○厚生都市常任委員長（松野由文君） 御報告申し上げます。 

 私ども厚生都市常任委員会に付託されました認定第１号 平成30年度北方町一般会計歳入歳出

決算の認定についての関係部分についてであります。 

 歳入について、分担金及び負担金の収入未済額における現況と対応に関する質疑があり、保育

料について、７月末現在の滞納額の状況と未納者に対して引き続き納付を求めていく旨の答弁が

ありました。 

 以上で質疑が終わり、討論はなく、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第２号 平成30年度北方町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてであ

ります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 
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 次に、認定第３号 平成30年度北方町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてで

あります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第４号 平成30年度北方町南東部開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についてで

あります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第５号 平成30年度北方町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてであり

ます。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 以上で、各常任委員長の報告を終わります。 

 認定第１号 平成30年度北方町一般会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告に対し、質

疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから認定第１号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定です。 

 本案は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、認定第１号は委員長の報告のとおり認

定することに決定しました。 

 認定第２号 平成30年度北方町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報

告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから認定第２号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定です。 

 本案は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、認定第２号は委員長の報告のとおり認

定することに決定しました。 

 認定第３号 平成30年度北方町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長

報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 
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 これから認定第３号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定です。 

 本案は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、認定第３号は委員長の報告のとおり認

定することに決定しました。 

 認定第４号 平成30年度北方町南東部開発事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長

報告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから認定第４号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定です。 

 本案は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、認定第４号は委員長の報告のとおり認

定することに決定しました。 

 認定第５号 平成30年度北方町下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についての委員長報告

に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから認定第５号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定です。 

 本案は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、認定第５号は委員長の報告のとおり認

定することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  日程第24 認定第６号 

○議長（安藤浩孝君） 日程第24、認定第６号 平成30年度北方町上水道事業会計利益の処分及び

決算の認定についてを議題とします。 

 代表監査委員から、決算審査の意見を求めます。 

 横山監査委員。 

○監査委員（横山 治君） 平成30年度北方町上水道事業会計決算につきまして監査報告をいたし

ます。 

 地方公益企業法の規定によりまして審査に付されました決算書類につきまして、６月24日に鈴
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木浩之議員と会計帳簿、証書類との照合と、関係職員からの説明をいただき、慎重に実施いたし

ました。 

 その結果、決算書類は関係法令に準拠して作成されており、計数は正確で経営成績と財政状況

を適正に表示していると認めました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 付託しました案件について、厚生都市常任委員会における審査の経過並び

に結果の報告を求めます。 

 厚生都市常任委員長の登壇を求めます。 

 松野由文君。 

○厚生都市常任委員長（松野由文君） 御報告申し上げます。 

 私ども厚生都市常任委員会に付託されました認定第６号 平成30年度北方町上水道事業会計利

益の処分及び決算の認定についてであります。 

 質疑、討論はなく、全会一致で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○議長（安藤浩孝君） 以上で、常任委員長の報告を終わります。 

 認定第６号 平成30年度北方町上水道事業会計利益の処分及び決算の認定についての委員長報

告に対し、質疑を行います。 

                〔「終結」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 質疑、討論を省略します。 

 これから認定第６号を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は認定です。 

 本案は委員長の報告のとおり認定することに御異議ありませんか。 

                〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（安藤浩孝君） 異議なしと認めます。したがって、認定第６号は委員長の報告のとおり認

定することに決定しました。 

 以上で、本会議に提出されました案件は全て終了しましたので、町長より挨拶を受けたいと思

います。 

○町長（戸部哲哉君） それでは、閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

 議員の皆様におかれましては、８月26日からきょうまでの12日間、慎重に御審議をいただきま

して、提案させていただきました全議案に対しまして適切な御決定をいただきましたこと、大変

厚く御礼を申し上げます。 

 さて、議員皆様方におかれましては、今月25日に任期満了を迎えますので、今回が最後の定例

議会となります。この４年間、市街地再生事業や南東部の再開発事業を初め、福祉、健康、教育

の各事業、また学園構想などなど、町政発展のために御指導、御鞭撻賜りましたことを感謝を申

し上げる次第であります。 
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 また、選挙戦に臨まれる皆様方におかれましては、御自愛をいただきまして、めでたく当選さ

れ、また再び私どもに対しまして御指導、御鞭撻がいただけますよう御健闘されますことをお祈

りをしております。 

 また、今期限りで御勇退される安藤巖議員には、多年にわたる御尽力と御苦労にお礼を申し上

げ、また御勇退後も今日までの経験を生かして、町政発展のためにお力添えをいただきたいと思

います。 

 季節もすっかり秋めいてまいりましたが、昼間はまだまだ暑い日が続いております。健康には

十分御留意をいただきまして、これからも本町発展のために一層の御支援、御協力を賜りますよ

うお願いを申し上げ、閉会の挨拶とさせていただきます。長期間ありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議長（安藤浩孝君） 本定例会に付された事件は全て終了しました。 

 令和元年第４回北方町議会定例会を閉会します。 

閉会 午前10時20分  
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